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北九州市平和のまちミュージアム条例をここに公布する。 

令和３年１０月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市条例第２５号 

北九州市平和のまちミュージアム条例 

（設置） 

第１条 先の大戦における戦争被害、戦時下の人々の暮らし等に関する資料の

収集、保存、展示等を行うこと等により、市民に戦争の悲惨さを伝え、もっ

て市民が平和の大切さや命の尊さを考えるきっかけとするため、北九州市平

和のまちミュージアム（以下「ミュージアム」という。）を北九州市小倉北

区城内４番１０号に設置する。 

（事業） 

第２条 ミュージアムは、次に掲げる事業を行う。 

 （１） 先の大戦における戦争被害、戦時下の人々の暮らし等に関する資料

の収集及び保存に関する事業 

 （２） 前号の資料の展示に関する事業 

 （３） 第１号の資料の調査及び研究並びに平和に関する学習の機会の提供

に関する事業 

 （４） 平和に関する多世代の交流の促進及び情報の発信に関する事業 

 （５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 

（使用の許可） 

第３条 ミュージアムを使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受

けなければならない。 

２ 市長は、ミュージアムの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前

項の許可をしないものとする。 

（１） 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。 

（２） ミュージアムの設置の目的に反するとき。 

（３） ミュージアムを損傷するおそれがあると認めるとき。 

（４） 前３号に掲げる場合のほか、ミュージアムの管理上支障があると認

めるとき。 

（使用の許可の取消し等） 

第４条 市長は、ミュージアムの使用が次の各号のいずれかに該当するときは

、前条第１項の許可を取り消し、当該使用を拒み、若しくは制限し、又はミ

ュージアムからの退去を命ずることができる。 

（１） 前条第２項各号のいずれかに該当するとき。 
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（２） この条例若しくはこの条例に基づく規則若しくはこれらに基づく処

分に違反し、又はこれらに基づく関係職員の指示に従わないとき。 

（３） 詐欺その他不正の手段により許可を受けたとき。 

（観覧料） 

第５条 市は、ミュージアムの陳列品の観覧につき、別表に定める観覧料を徴

収する。 

２ 観覧料は、使用の許可の際に納入しなければならない。ただし、市長が特

別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

（観覧料の減免等） 

第６条 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、観覧料を減免

し、又は観覧料の徴収を猶予することができる。 

２ 既納の観覧料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認める

ときは、この限りでない。 

（委任） 

第７条 この条例に規定するもののほか、ミュージアムの管理に関し必要な事

項は、市長が定める。 

   付 則 

 この条例は、規則で定める日から施行する。 

別表（第５条関係） 

区分 一般 中学校及び高

等学校の生徒 

小学校の児童 

個人 ２００円 １００円 ５０円 

団体（３０人以上） １６０円 ８０円 ４０円 
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北九州市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和３年１０月１日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第２６号

北九州市手数料条例の一部を改正する条例

北九州市手数料条例（平成１２年北九州市条例第１０号）の一部を次のよう

に改正する。

別表中

（１４） 行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関す

る法律（平成２５年法律第２７号

）第１７条第６項の規定による個

人番号カードの失効後の同条第１

項の規定に基づく個人番号カード

の交付

１枚につき８

００円

（１４）

の２

行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関す

る法律に規定する個人番号、個人

番号カード、特定個人情報の提供

等に関する省令（平成２６年総務

省令第８５号）第２８条第１項の

規定に基づく個人番号カードの再

交付又は同令第２９条第１項の規

定に基づく個人番号カードの交付

１枚につき８

００円

（１４） 削除 

改める。

付 則

この条例は、公布の日から施行する。

「

を

」

に
「

」
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北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。

令和３年１０月１日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市条例第２７号

北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正   

する条例

北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条

例第４号）の一部を次のように改正する。

別表第１の障害者生活支援施設の項中

「

北九州市立浅野

工芸舎

北九州市小倉北区浅野二

丁目１６番３８号

〃    洞海

工芸舎

〃   若松区浜町一丁

目１０番２５号

〃    八幡

東工芸舎

〃   八幡東区昭和二

丁目２番７号

「

北九州市立洞海

工芸舎

北九州市若松区浜町一丁

目１０番２５号

改める。

   付 則

 この条例は、令和３年１１月１日から施行する。

を

に

」

」
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に改める。 

を  

北九州市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和３年１０月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市条例第２８号 

北九州市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を 

定める条例の一部を改正する条例 

北九州市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例

（平成２４年北九州市条例第６６号）の一部を次のように改正する。 

目次中「・第２条」を「―第２条の２」に改め、「歩道等」の次に「及び自

転車歩行者専用道路等の構造」を、「立体横断施設」、「乗合自動車停留所」

、「路面電車停留場等」及び「自動車駐車場」の次に「の構造」を加え、「第

７章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等（第３３条―第３７条）」   

「第７章 旅客特定車両停留施設の構造（第３３条―第４３条） 

第８章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等（第４４条―第４８ 

条）」 

第２条中「移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省

令」を「移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を

使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令」に改める。 

第１章中第２条の次に次の１条を加える。 

（災害等の場合の適用除外） 

第２条の２ 災害等のため一時使用する旅客特定車両停留施設の構造及び設備 

については、この条例の規定によらないことができる。 

第２章の章名中「歩道等」の次に「及び自転車歩行者専用道路等の構造」を

加える。 

第３条中「設ける道路」の次に「、自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道

路」を加える。 

第４条第１項中「平成２４年北九州市条例第６５号」の次に「。次項から第

４項までにおいて「道路構造条例」という。」を加え、同条第２項中「（次項

において「自転車歩行者道」という。）」を削り、「北九州市道路の構造の技

術的基準等を定める条例」を「道路構造条例」に改め、同条第３項中「及び」

を「若しくは第２項の」に改め、「いう。）」の次に「又は第３項の自転車歩

行者専用道路若しくは前項の歩行者専用道路（以下「自転車歩行者専用道路等

」という。）」を、「当該歩道等」の次に「又は自転車歩行者専用道路等」を
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加え、同項を同条第５項とし、同条第２項の次に次の２項を加える。 

３ 特定道路に設ける自転車歩行者専用道路の有効幅員は、道路構造条例第４

３条第 1 項に規定する幅員の値以上とするものとする。 

４ 特定道路に設ける歩行者専用道路の有効幅員は、道路構造条例第４４条第

１項に規定する幅員の値以上とするものとする。 

第５条各項中「歩道等」の次に「又は自転車歩行者専用道路等」を加える。 

第６条第１項本文中「歩道等」の次に「又は自転車歩行者専用道路等」を加

え、同条第２項本文中「除く。）」の次に「又は自転車歩行者専用道路等」を

加える。 

第９条第２項中「前項の」の次に「段差に接続する」を加える。 

第３章の章名中「立体横断施設」の次に「の構造」を加える。 

第１２条第１号中「内法奥行き」を「内法奥行き」に改め、同条第２号中「

知らせる装置」を「案内する設備」に改め、同条第３号ただし書中「に規定す

る基準を適用することができる」を「の規定の適用を受ける」に、「とするこ

とができる」を「とすること」に改め、同条第４号ただし書中「に規定する基

準を適用することができる」を「の規定の適用を受ける」に改め、同条第５号

中「により、籠外から籠内が」を「又は籠外及び籠内に画像を表示する設備が

設置されていることにより、籠外にいる者と籠内にいる者が互いに」に改め、

同条第８号中「装置」を「設備」に改め、同条第９号及び第１３号中「知らせ

る装置」を「案内する設備」に改める。 

第１３条各号列記以外の部分中「以下」の次に「この条において」を加え、

同条第１０号中「踏幅」を「踏み幅」に改める。 

第４章の章名中「乗合自動車停留所」の次に「の構造」を加える。 

第５章の章名中「路面電車停留所等」の次に「の構造」を加える。 

第６章の章名中「自動車駐車場」の次に「の構造」を加える。 

第３７条中「歩道等」の次に「、自転車歩行者専用道路等」を加え、同条を

第４８条とする。 

第３６条第１項中「歩道等」の次に「、自転車歩行者専用道路等」を加え、

同条第２項本文中「及び自動車駐車場」を「、自動車駐車場及び旅客特定車両

停留施設」に改め、同項ただし書中「及び自動車駐車場の路面」を「、自動車

駐車場及び旅客特定車両停留施設の路面及び床面」に改め、同条を第４７条と

する。 

第３５条中「歩道等」の次に「又は自転車歩行者専用道路等」を加え、同条

に次の２項を加える。 

２ 旅客特定車両停留施設には、高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備を

の  り  
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１以上設けるものとする。ただし、旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれ

のある場合は、この限りでない。 

３ 前項の設備に優先席（主として、高齢者、障害者等の優先的な利用のため

に設けられる座席をいう。）を設ける場合は、その付近に、当該優先席を優

先的に利用することができる者を表示する案内標識を設けるものとする。 

第３５条を第４６条とする。 

第３４条第１項中「歩道等」の次に「、自転車歩行者専用道路等」を加え、

「及び自動車駐車場」を「並びに自動車駐車場及び旅客特定車両停留施設」に

、「視覚障害者誘導用ブロック」を「、視覚障害者誘導用ブロック」に改め、

同条第３項中「視覚障害者誘導用ブロック」を「第１項から第３項までの視覚

障害者誘導用ブロック」に改め、同項を同条第５項とし、同条第２項中「視覚

障害者誘導用ブロック」を「前３項の視覚障害者誘導用ブロック」に改め、同

項を同条第４項とし、同条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 前項の規定により視覚障害者誘導用ブロックが敷設された旅客特定車両停

留施設の通路と第１２条第１１号に規定する基準に適合する乗降口に設ける

操作盤、前条第６項の規定により設ける設備（音声によるものを除く。）、

便所の出入口及び第４２条に規定する基準に適合する乗車券等販売所との間

の経路を構成する通路には、それぞれ視覚障害者誘導用ブロックを敷設する

ものとする。ただし、視覚障害者の誘導を行う者が常駐する２以上の設備が

ある場合であって、当該２以上の設備間の誘導が適切に実施されるときは、

当該２以上の設備間の経路を構成する通路については、この限りでない。 

３ 旅客特定車両停留施設の階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端

に近接する通路には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。 

第３４条を第４５条とする。 

第３３条に次の４項を加える。 

３ 旅客特定車両停留施設のエレベーターその他の昇降機、傾斜路、便所、乗

車券等販売所、待合所、案内所若しくは休憩設備（第５項及び第６項におい

て「移動等円滑化のための主要な設備」という。）又は同項に規定する案内

板その他の設備の付近には、これらの設備があることを表示する案内標識を

設けるものとする。 

４ 前項の案内標識は、日本産業規格Ｚ８２１０に適合するものとする。 

５ 公共用通路に直接通ずる出入口の付近には、移動等円滑化のための主要な

設備（第３３条第３項前段の規定により昇降機を設けない場合にあっては、

同項前段の他の施設のエレベーター又は傾斜路を含む。以下この項ただし書

及び次項において同じ。）の配置を表示した案内板その他の設備を設けるも
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のとする。ただし、移動等円滑化のための主要な設備の配置を容易に視認で

きる場合は、この限りでない。 

６ 公共用通路に直接通ずる出入口の付近その他の適切な場所には、旅客特定

車両停留施設の構造及び移動等円滑化のための主要な設備の配置を点字、音

声その他の方法により視覚障害者に案内する設備を設けるものとする。 

 第３３条を第４４条とする。 

第７章を第８章とし、第６章の次に次の１章を加える。 

   第７章 旅客特定車両停留施設の構造 

（通路） 

第３３条 公共用通路（旅客特定車両停留施設に旅客特定車両（道路法施行規

則（昭和２７年建設省令第２５号）第１条第１号から第３号までに掲げる自

動車をいう。以下同じ。）が停留することができる時間内において常時一般

交通の用に供されている一般交通用施設であって、旅客特定車両停留施設の

外部にあるものをいう。以下同じ。）から旅客特定車両の乗降口に至る通路

のうち、乗降場ごとに１以上の通路は、次に掲げる構造とするものとする。 

（１） 有効幅員は、１．４メートル以上とすること。ただし、構造上の理

由によりやむを得ない場合においては、通路の末端の付近の広さを車椅子

の転回に支障のないものとし、かつ、５０メートル以内ごとに車椅子が転

回することができる広さの場所を設けた上で、有効幅員を１．２メートル

以上とすることができる。 

（２） 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる構造とすること。 

ア 有効幅は、９０センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理

由によりやむを得ない場合においては、８０センチメートル以上とする

ことができる。 

イ 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過で

きる構造とすること。 

（３） 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。ただ

し、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。 

２ 前項の１以上の通路（以下「移動等円滑化された通路」という。）におい

て床面に高低差がある場合は、エレベーター又は傾斜路を設けるものとする

。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、エスカレータ

ー（構造上の理由によりエスカレーターを設置することが困難である場合は

、エスカレーター以外の昇降機であって車椅子使用者の円滑な利用に適した

構造のもの）をもってこれに代えることができる。 

３ 旅客特定車両停留施設に隣接しており、かつ、旅客特定車両停留施設と一
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体的に利用される他の施設のエレベーター（第３５条に規定する基準に適合

するものに限る。）又は傾斜路（第３６条に規定する基準に適合するものに

限る。）を利用することにより高齢者、障害者等が旅客特定車両停留施設に

旅客特定車両が停留することができる時間内において常時公共用通路と旅客

特定車両の乗降口との間の移動を円滑に行うことができる場合は、前項の規

定によらないことができる。管理上の理由により昇降機又は傾斜路を設置す

ることが困難である場合も、また同様とする。 

４ 旅客特定車両停留施設の通路は、次に掲げる構造とするものとする。 

（１） 床の表面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとすること。 

（２） 段差を設ける場合は、当該段差は、次に掲げる構造とすること。 

ア 踏面の端部の全体とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等に

より段差を容易に識別できるものとすること。 

イ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造と

すること。 

（出入口） 

第３４条 移動等円滑化された通路と公共用通路の出入口は、次に掲げる構造

とするものとする。 

（１） 有効幅は、９０センチメートル以上とすること。ただし、構造上の

理由によりやむを得ない場合においては、８０センチメートル以上とする

ことができる。 

（２） 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる構造とすること。 

ア 有効幅は、９０センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理

由によりやむを得ない場合においては、８０センチメートル以上とする

ことができる。 

イ 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過で

きる構造とすること。 

（３） 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。ただ 

し、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。 

（エレベーター） 

第３５条 移動等円滑化された通路に設けるエレベーターは、次に掲げる構造

とするものとする。 

（１） 籠の内法幅は１．４メートル以上とし、内法奥行きは１．３５メー

トル以上とすること。ただし、籠の出入口が複数あるエレベーターであっ

て、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの（開閉する籠の出入口を

音声により案内する設備が設けられているものに限る。）にあっては、こ
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の限りでない。 

（２） 籠及び昇降路の出入口の有効幅は、８０センチメートル以上とする

こと。 

（３） 籠内には、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確

認するための鏡を設けること。ただし、第１号ただし書の規定の適用を受

けるエレベーターにあっては、この限りでない。 

２ 第１２条第５号から第１３号までの規定は、移動等円滑化された通路に設

けるエレベーターについて準用する。 

３ 移動等円滑化された通路に設けるエレベーターの台数、籠の内法幅及び内

法奥行きは、旅客特定車両停留施設の高齢者、障害者等の利用の状況を考慮

して定めるものとする。 

（傾斜路） 

第３６条 移動等円滑化された通路に設ける傾斜路（その踊場を含む。以下こ

の条において同じ。）は、次に掲げる構造とするものとする。ただし、構造

上の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

（１） 有効幅員は、１．２メートル以上とすること。ただし、階段に併設

する場合においては、９０センチメートル以上とすることができる。 

（２） 縦断勾配は、８パーセント以下とすること。ただし、傾斜路の高さ

が１６センチメートル以下の場合は、１２パーセント以下とすることがで

きる。 

２ 移動等円滑化された通路に設ける傾斜路の床の表面は、平たんで、かつ、

滑りにくい仕上げとすること。 

３ 第１３条第３号から第５号まで、第７号、第８号及び第１０号の規定は、

移動等円滑化された通路に設ける傾斜路について準用する。 

（エスカレーター） 

第３７条 移動等円滑化された通路に設けるエスカレーターは、次に掲げる構

造とするものとする。ただし、第３号及び第４号については、複数のエスカ

レーターが隣接した位置に設けられる場合は、そのうち１のみが適合してい

れば足りるものとする。 

（１） 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。ただし

、旅客が同時に双方向に移動することがない場合においては、この限りで

ない。 

（２） エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床面等において、

当該エスカレーターへの進入の可否を示すこと。ただし、前号ただし書の

規定の適用を受けるエスカレーターにおいては、この限りでない。 
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（３） 踏み段の有効幅は、８０センチメートル以上とすること。 

（４） 踏み段の面を車椅子使用者が円滑に昇降するために必要な広さとす

ることができる構造であり、かつ、車止めが設けられていること。 

２ 第１４条第２号から第５号までの規定は、移動等円滑化された通路に設け

るエスカレーターについて準用する。 

３ 移動等円滑化された通路に設けるエスカレーターには、当該エスカレータ

ーの行き先及び昇降方向を音声により案内する設備を設けるものとする。 

（階段） 

第３８条 第１６条第２号から第８号まで、第１０号及び第１１号の規定は、

移動等円滑化された通路に設ける階段について準用する。 

（乗降場） 

第３９条 旅客特定車両停留施設の乗降場は、次に掲げる構造とするものとす

る。 

（１） 床の表面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとすること。 

（２） 旅客特定車両の通行方向に平行する方向の縦断勾配は、５パーセン

ト以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを

得ない場合においては、８パーセント以下とすることができる。 

（３） 横断勾配は、１パーセント以下とすること。ただし、誘導車路の構

造、気象状況又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合

においては、２パーセント以下とすることができる。 

（４） 乗降場の縁端のうち、誘導車路その他の旅客特定車両の通行、停留

又は駐車の用に供する場所（以下この号において「旅客特定車両用場所」

という。）に接する部分には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の視

覚障害者の旅客特定車両用場所への進入を防止するための設備が設けられ

ていること。 

（５） 当該乗降場に接して停留する旅客特定車両に車椅子使用者が円滑に

乗降できる構造のものであること。 

（運行情報提供設備） 

第４０条 旅客特定車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設

備及び音声により提供するための設備を設けるものとする。ただし、電気設

備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでな

い。 

（便所） 

第４１条 第３０条から第３２条までの規定は、旅客特定車両停留施設に便所

を設ける場合について準用する。この場合において、第３１条第１項第１号
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中「第２５条の規定による通路」とあるのは「移動等円滑化された通路」と

、「同条各号」とあるのは「第２５条各号」と読み替えるものとする。 

（乗車券等販売所、待合所及び案内所） 

第４２条 乗車券等販売所を設ける場合は、そのうち１以上は、次に掲げる構

造とするものとする。 

（１） 移動等円滑化された通路と乗車券等販売所との間の通路は、第３３

条第１項各号に規定する基準に適合するものであること。 

（２） 出入口を設ける場合は、そのうち１以上は、次に掲げる構造とする

こと。 

 ア 有効幅は、８０センチメートル以上とすること。 

イ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる構造とするものとする。 

（ア） 有効幅は、８０センチメートル以上とすること。 

（イ） 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること 

 。 

ウ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。ただし 

、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。 

（３） カウンターを設ける場合は、そのうち１以上は、車椅子使用者の円

滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易

にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定は、待合所及び案内所を設ける場合について準用する。 

３ 乗車券等販売所又は案内所（常時勤務する者を置かないものを除く。）に

は、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を設けるものとする

。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該乗車券等販売所又

は案内所に表示するものとする。 

（券売機） 

第４３条 乗車券等販売所に券売機を設ける場合は、そのうち１以上は、高齢

者、障害者等の円滑な利用に適した構造とするものとする。ただし、乗車券

等の販売を行う者が常時対応する窓口が設置されている場合は、この限りで

ない。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正

する条例をここに公布する。

令和３年１０月１日

北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第２９号

北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の

一部を改正する条例

北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成４年北

九州市条例第２６号）の一部を次のように改正する。

別表第１中

「

吉志南地区 北九州広域都市計画吉志南地区地区計画の区域のうち

地区整備計 、地区整備計画が定められた区域

画区域

」

「

吉志南地区 北九州広域都市計画吉志南地区地区計画の区域のうち

地区整備計 、地区整備計画が定められた区域

画区域

猿喰地区地 北九州広域都市計画猿喰地区地区計画の区域のうち、

区整備計画 地区整備計画が定められた区域

区域

」

「

舞ケ丘地区 北九州広域都市計画舞ケ丘地区地区計画の区域のうち

地区整備計 、地区整備計画が定められた区域

画区域

」

「

舞ケ丘地区 北九州広域都市計画舞ケ丘地区地区計画の区域のうち

地区整備計 、地区整備計画が定められた区域

画区域

守恒一丁目 北九州広域都市計画守恒一丁目地区地区計画の区域の

を

に、

を

に
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地区地区整 うち、地区整備計画が定められた区域

備計画区域

」

改める。

別表第２中

吉志南地区地 次に掲げる建築物以外の ２００

区整備計画区 もの 平方メ

域 （１） 住宅 ートル

（２） 住宅で、延べ面 （集会

積の２分の１以上を居 所若し

住の用に供し、かつ、 くは公

令第１３０条の３第１ 民館又

号から第３号まで、第 は巡査

５号及び第６号に掲げ 派出所

る用途を兼ねるもの（ 、公衆

これらの用途に供する 電話所

部分の床面積の合計が その他

５０平方メートルを超 これら

えるものを除く。） に類す

（３） 共同住宅 る公益

（４） 集会所又は公民 上必要

館 な建築

（５） 幼稚園又は保育 物の敷

所 地を除

（６） 診療所 く。）

（７） 巡査派出所、公

衆電話所その他これら

に類する公益上必要な

建築物

（８） 前各号の建築物

に付属するもの

吉志南地区地 次に掲げる建築物以外の ２００

区整備計画区 もの 平方メ

域 （１） 住宅 ートル

（２） 住宅で、延べ面 （集会

積の２分の１以上を居 所若し

住の用に供し、かつ、 くは公

令第１３０条の３第１ 民館又

号から第３号まで、第 は巡査

５号及び第６号に掲げ 派出所

る用途を兼ねるもの（ 、公衆

これらの用途に供する 電話所

部分の床面積の合計が その他

５０平方メートルを超 これら

えるものを除く。） に類す

（３） 共同住宅 る公益

（４） 集会所又は公民 上必要

館 な建築

（５） 幼稚園又は保育 物の敷

所 地を除

（６） 診療所 く。）

（７） 巡査派出所、公

衆電話所その他これら

に類する公益上必要な

建築物

（８） 前各号の建築物

に付属するもの

猿喰地区地区 次に掲げる建築物以外の １０分 １０分 ５００ 外壁等の面か １．０ （１） 外壁等 ２０メ

整備計画区域 もの の２０ の６ 平方メ ら道路境界線 メート の中心線の長 ートル

（１） 工場（法別表第 ートル 又は隣地境界 ル さの合計が３

２（る）項第１号に掲 線までの距離 ．０メートル

げる工場、同項第２号 以下であるも

に掲げる危険物の貯蔵 の

又は処理に供するもの （２） 物置そ

を

「

」

「

に
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で令第１３０条の９で の他これに類

定めるもの及び産業廃 する用途に供

棄物処理施設を除く。 し、軒の高さ

） が２．３メー

（２） 研究所 トル以下で、

（３） 倉庫業を営む倉 かつ、床面積

庫、貨物利用運送事業 の合計が５平

の用に供する倉庫若し 方メートル以

くは一般貨物自動車運 内であるもの

送事業の用に供する倉 （３） 自動車

庫（いずれも流通業務 車庫（令第１

の総合化及び効率化の ３６条の９第

促進に関する法律（平 １号に該当す

成１７年法律第８５号 るものに限る

）第２条第３号に規定 。）

する特定流通業務施設 （４） 自転車

に限る。）又はこれら 駐車場

が有する事務所若しく

は自動車車庫

（４） 一般乗合旅客自

動車運送事業の用に供

するもの

（５) 前各号の建築物

に付属するもの

改め、同表の曽根地区地区整備計画区域の新産業Ａ地区の項ア欄第２号中「（

平成１７年法律第８５号）」を削り、同表中

利便福 次に掲げる建築物以外の １８０ 外壁等の面か １．０ １５メ

祉施設 もの 平方メ ら道路境界線 メート ートル

地区 （１） 共同住宅 ートル 又は隣地境界 ル

（２） 寄宿舎（老人福 （巡査 線までの距離

祉法第５条の２第６項 派出所

に規定する認知症対応 、公衆

型老人共同生活援助事 電話所

業又は障害者総合支援 その他

法第５条第１７項に規 これら

定する共同生活援助の に類す

用に供するものに限る る公益

。) 上必要

（３） 店舗、飲食店そ な建築

の他これらに類する用 物の敷

途に供するものでその 地を除

用途に供する部分の床 く。）

面積の合計が１，５０

０平方メートル以内の

もの（３階以上の部分

をその用途に供するも

のを除く。)

（４） 事務所でその用

途に供する部分の床面

積の合計が１，５００

平方メートル以内のも

の（３階以上の部分を

その用途に供するもの

を除く。）

（５） 診療所（住宅の

用途を兼ねるものを含

む。）

（６） 病院

（７） 令第１９条第１

項に規定する児童福祉

施設等

（８） 巡査派出所、公

衆電話所その他これら

に類する公益上必要な

建築物

（９） 前各号の建築物

に付属するもの（自動

を

「

」
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車車庫にあっては、当

該自動車車庫の床面積

の合計に同一敷地内に

ある建築物に付属する

自動車車庫の用途に供

する工作物の築造面積

（当該築造面積が３０

０平方メートル以下で

ある場合には、その値

を減じた値）を加えた

値が３，０００平方メ

ートル（同一敷地内に

ある建築物（自動車車

庫の用途に供する部分

を除く。）の延べ面積

の合計が３，０００平

方メートル以内の場合

においては、当該延べ

面積の合計）を超える

もの及び３階以上の部

分にあるものを除く。

）

（１０） 第１号から第

８号までの建築物に付

属しない自動車車庫で

床面積の合計が３００

平方メートル以内のも

の（３階以上の部分を

その用途に供するもの

を除く。）

利便福 次に掲げる建築物以外の １８０ 外壁等の面か １．０ １５メ

祉施設 もの 平方メ ら道路境界線 メート ートル

地区 （１） 共同住宅 ートル 又は隣地境界 ル

（２） 寄宿舎（老人福 （巡査 線までの距離

祉法第５条の２第６項 派出所

に規定する認知症対応 、公衆

型老人共同生活援助事 電話所

業又は障害者総合支援 その他

法第５条第１７項に規 これら

定する共同生活援助の に類す

用に供するものに限る る公益

。) 上必要

（３） 店舗、飲食店そ な建築

の他これらに類する用 物の敷

途に供するものでその 地を除

用途に供する部分の床 く。）

面積の合計が１，５０

０平方メートル以内の

もの（３階以上の部分

をその用途に供するも

のを除く。)

（４） 事務所でその用

途に供する部分の床面

積の合計が１，５００

平方メートル以内のも

の（３階以上の部分を

その用途に供するもの

を除く。）

（５） 診療所（住宅の

用途を兼ねるものを含

む。）

（６） 病院

（７） 令第１９条第１

項に規定する児童福祉

施設等

（８） 巡査派出所、公

衆電話所その他これら

に類する公益上必要な

建築物

（９） 前各号の建築物

に付属するもの（自動

」

「
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車車庫にあっては、当

該自動車車庫の床面積

の合計に同一敷地内に

ある建築物に付属する

自動車車庫の用途に供

する工作物の築造面積

（当該築造面積が３０

０平方メートル以下で

ある場合には、その値

を減じた値）を加えた

値が３，０００平方メ

ートル（同一敷地内に

ある建築物（自動車車

庫の用途に供する部分

を除く。）の延べ面積

の合計が３，０００平

方メートル以内の場合

においては、当該延べ

面積の合計）を超える

もの及び３階以上の部

分にあるものを除く。

）

（１０） 第１号から第

８号までの建築物に付

属しない自動車車庫で

床面積の合計が３００

平方メートル以内のも

の（３階以上の部分を

その用途に供するもの

を除く。）

守恒一丁目地 （１） 大学、高等専門

区地区整備計 学校、専修学校及び各

画区域 種学校の用途に供する

ものでその用途に供す

る部分の床面積の合計

が１０，０００平方メ

ートルを超えるもの

（２） 病院の用途に供

するものでその用途に

供する部分の床面積の

合計が１５，０００平

方メートルを超えるも

の

（３） 老人ホームの用

途に供するものでその

用途に供する部分の床

面積の合計が１０，０

００平方メートルを超

えるもの

（４） 保育所の用途に

供するものでその用途

に供する部分の床面積

の合計が１，５００平

方メートルを超えるも

の

（５） マージャン屋、

ぱちんこ屋、射的場、

勝馬投票券発売所、場

外車券売場その他これ

らに類するもの

（６） 劇場、映画館、

演芸場若しくは観覧場

、ナイトクラブその他

これに類するもの又は

店舗、飲食店、展示場

若しくは遊技場でその

用途に供する部分の床

面積の合計が１０，０

００平方メートルを超

えるもの

（７） 風営法第２条第

６項各号に掲げる店舗

型性風俗特殊営業の用

に
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に供する建築物

改める。

付 則

この条例は、公布の日から施行する。

」
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「

」

」

」

「

」

「

」

「

」

北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。

  令和３年１０月１日

北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市条例第３０号

北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例

北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条例第

８号）の一部を次のように改正する。

別表第１の学校教育関係の表の小学校の項中

改める。

付 則

（施行期日）

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 令和４年４月１日から令和６年３月３１日までの間は、改正後の別表第１

の学校教育関係の表の小学校の項中

 〃   〃 古前二丁目１９番３６号 とあるのは、

とする。
「

 〃 小   石 〃  〃   〃 宮前町３番１号

 〃 修 多 羅 〃  〃   〃 修多羅一丁目１１番４号 

「

を

〃 くきのうみ 〃  〃   〃 古前二丁目１９番３６号

〃 小   石 〃  〃   〃 宮前町３番１号
に、

 〃 二   島 〃  〃   〃 東二島五丁目１３番１号

〃 古   前 〃  〃   〃 古前二丁目１９番３６号
を

 〃 二   島 〃  〃   〃 東二島五丁目１３番１号 に

 〃   〃 修多羅一丁目１１番４号
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北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

令和３年１０月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市条例第３１号 

北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正 

する条例 

 北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条

例第６号）の一部を次のように改正する。 

 付則に次の見出し及び４項を加える。 

（北九州市旧古河鉱業若松ビルの管理の業務等の特例） 

５ 当分の間、市は、北九州市旧古河鉱業若松ビルの管理を自ら行うものとす

る。 

６ 前項の場合において、指定管理者の指定の取消し（令和３年北九州市告示

第３２５－２号）により告示した北九州市旧古河鉱業若松ビルの指定管理者

の指定の取消しの日前に当該指定の取消しを受けた指定管理者に対して行わ

れ、又は当該指定管理者が行った、当該日以後の利用に係る申請、許可、利

用料金の納入その他の行為は、当該日以後の使用に係る申請、許可、使用料

の納入その他の行為として市長に対して行われ、又は市長が行った行為とみ

なす。 

７ 第５項の場合において、市は、北九州市旧古河鉱業若松ビルの使用につき

、第６条の規定にかかわらず、利用料金の額の承認（平成３１年北九州市告

示第２０７号）により告示した北九州市旧古河鉱業若松ビルの利用料金の額

に相当する額の使用料を徴収する。 

８ 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が必要があると認める場合は

、後納とすることができる。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年１０月２日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の付則第７項及び第８項の規定は、この条例の施行の日以後の北九

州市旧古河鉱業若松ビルの使用に係る使用料について適用する。 
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北九州市告示第３５０号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４４第４項の規

定に基づき、次の表の左欄に掲げる箇所に設置された区出納員をして同表の中

欄に掲げる箇所に設置された区分任出納員に任命された日をもって同表の右欄

に掲げる事務を委任させた。 

令和３年１０月６日 

北九州市長 北 橋 健 治  

八幡西区 

市民文化スポーツ

局地域・人づくり

部市民活動推進課

市民活動推進係 区出納員の命を受けて、当該課に

おいて取り扱う使用料及び印刷機

等貸付料の収納 
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北九州市告示第３５１号

 北九州市住居表示に関する条例（昭和４１年北九州市条例第４号）第２条の

規定により、別図１の北九州市小倉南区下城野一丁目１３番及び１４番の街区

の区域を別図２のとおり変更し、令和３年１０月６日から実施するので告示す

る。

  令和３年１０月６日

北九州市長 北 橋 健 治
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北九州市告示第３５２号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定により、

指定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届出があったので、同法第７

８条の１１第２号の規定により次のとおり告示する。   

令和３年１０月６日 

北九州市長 北 橋 健 治   

地域密着型通所介護 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月

日 

４０７１２

０３４２８

デイサービス

咲楽 

福岡市西区今宿

西一丁目３１番

２５号 

株式会社パラ

ディ 

平成２９

年５月３

１日 

４０７０５

０４０８１

デイサービス

はっぴー・

はっぴー

北九州市小倉南

区下貫三丁目１

番４３号 

株式会社イン

コムジャパン

令和３年

９月３０

日 

４０９０２

００２０７

デイサービス

縁埜家 

北九州市若松区

東畑町１番４２

号 

株式会社リュ

ーズ 

令和３年

９月３０

日 
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北九州市告示第３５３号 

 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５８条の２の規定によ

り、特定子ども・子育て支援施設等の確認を行ったので、同法第５８条の１１

第１号の規定により、次のとおり告示する。 

令和３年１０月６日 

北九州市長 北 橋 健 治   

施設等の名称 種類 所在地 事業者の名称 確認年月日 

産前産後ケアス

テーションにこ

り

認可外

保育施

設 

北九州市八幡

西区則松七丁

目９番２３号 

特定非営利活

動法人にこり

令和３年９

月６日 

保育所ひよこ園 認可外

保育施

設 

北九州市八幡

西区三ヶ森一

丁目６番３号 

中島絵衣子 令和３年９

月６日 
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工事名 スペースワールド駅前広場改修工事
工事場所 北九州市八幡東区東田二丁目
工事内容 駅前広場改修　一式
工期 請負契約締結の日から令和４年３月１５日まで
予定価格 ４，０７９万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 造園工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 造園工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
造園工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。

手持工事等
本市が発注した予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の造園
工事で令和３年１０月４日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構
成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１０月２６日　午前９時３５分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

注４　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　令和３年１０月２１日及び同月２２日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月２５日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和３年１０月１１日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年１０月１２日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

８　入札の無
　効

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

北九州市公告第７０６号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和３年１０月６日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

９　その他

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
　規定する有資格業者名簿をいう。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。
（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
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工事名 響灘緑地子どもの遊び場西側エリア整備工事
工事場所 北九州市若松区大字竹並
工事内容 施設撤去工　一式
工期 請負契約締結の日から令和４年３月１５日まで
予定価格 １，９５１万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 造園工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 造園工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
造園工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。

手持工事等
本市が発注した予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の造園
工事で令和３年１０月４日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構
成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１０月２６日　午前９時４０分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

注４　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　令和３年１０月２１日及び同月２２日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月２５日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和３年１０月１１日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年１０月１２日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

８　入札の無
　効

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

北九州市公告第７０７号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和３年１０月６日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

９　その他

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
　規定する有資格業者名簿をいう。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。
（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
　「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。
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工事名 宿ノ内川護岸工事（３－１）
工事場所 北九州市八幡西区浅川日の峯二丁目
工事内容 矢板護岸工　５７メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から令和４年３月３１日まで
予定価格 ６，２６２万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和２年度又は令和３年度
  に発注した予定価格（注４）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
　の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単
  体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和３年１０月４日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員
　を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１０月２６日　午前９時
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

９　その他

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治　　　

（１）　令和３年１０月２１日及び同月２２日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月２５日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和３年１０月１１日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年１０月１２日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

８　入札の無
　効

北九州市公告第７０８号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和３年１０月６日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

６　開札の場
　所及び日時

１　工事概要
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注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
一時中止をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
定する協議をいう。
注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。
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工事名 金手橋（国道１９９号）橋梁補修工事（３－１）
工事場所 北九州市八幡西区本城東二丁目ほか
工事内容 橋長　１８メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から令和４年３月３１日まで
予定価格 ２，９１１万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ｂ
許可 土木工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

所在地
本店又は主たる営業所が北九州市若松区内、八幡東区内、八幡西区内又は戸畑区内にあること
。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和２年度又は令和３年度
　に発注した予定価格（注４）２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
　の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単
  体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和３年１０月４日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員
　を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１０月２６日　午前９時１５分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

北九州市公告第７０９号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和３年１０月６日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　令和３年１０月２１日及び同月２２日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月２５日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和３年１０月１１日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年１０月１２日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

８　入札の無
　効

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
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注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
　一時中止をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
　定する協議をいう。
注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

９　その他

　規定する有資格業者名簿をいう。

　）とする。
（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
　「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。
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工事名 鍛冶町江南町１号線道路照明灯設置工事（３－１）
工事場所 北九州市小倉北区紺屋町ほか
工事内容 鍛冶町江南町１号線の道路照明灯設置工事
工期 請負契約締結の日から令和４年３月３１日まで
予定価格 ２，５２８万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市門司区内、小倉北区内又は小倉南区内にあること。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）につい
て、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたも
のを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、Ａランク業者については予定価格
　１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の、Ｂランク業者については
　予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の本市が発注した
　電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）を単
　体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
　　協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　Ａランク業者については予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額
　を含む。）の、Ｂランク業者については予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消
  費税相当額を含む。）の本市が発注した電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事
　又は軽微な工事（注３）を除く。）で令和３年１０月４日から本件開札日までの間に開札す
　るものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１０月２６日　午前９時
最低制限価格 設けない。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　この公告の日から令和３年１０月１１日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年１０月１２日　午前９時から正午まで

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

（１）　令和３年１０月２１日及び同月２２日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月２５日　午前９時から午後４時３０分まで

６　開札の場
　所及び日時

北九州市公告第７１０号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和３年１０月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間
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　「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ９　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
　規定する有資格業者名簿をいう。
注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
注７　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

　定する協議をいう。

注５　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約

　一時中止をいう。

　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
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工事名 文化記念公園照明灯設置工事（Ａゾーン）
工事場所 北九州市小倉南区田原五丁目
工事内容 文化記念公園の照明灯設置工事
工期 請負契約締結の日から令和４年３月１５日まで
予定価格 １，５５１万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市門司区内、小倉北区内又は小倉南区内にあること。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）につい
て、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたも
のを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、Ａランク業者については予定価格
　１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の、Ｂランク業者については
　予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の本市が発注した
　電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）を単
　体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
　　協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　Ａランク業者については予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額
　を含む。）の、Ｂランク業者については予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消
  費税相当額を含む。）の本市が発注した電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事
　又は軽微な工事（注３）を除く。）で令和３年１０月４日から本件開札日までの間に開札す
　るものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１０月２６日　午前９時８分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

北九州市公告第７１１号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和３年１０月６日

（１）　この公告の日から令和３年１０月１１日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年１０月１２日　午前９時から正午まで

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

（１）　令和３年１０月２１日及び同月２２日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月２５日　午前９時から午後４時３０分まで

６　開札の場
　所及び日時
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注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
　規定する有資格業者名簿をいう。
注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
注７　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

　定する協議をいう。

注５　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約

　一時中止をいう。

　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

　「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ９　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。
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工事名 大門木町線（大手町工区）道路照明灯設置工事（３－１）
工事場所 北九州市小倉北区大手町
工事内容 大門木町線（大手町工区）の道路照明灯設置工事
工期 請負契約締結の日から令和４年３月３１日まで
予定価格 １，４９１万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市門司区内、小倉北区内又は小倉南区内にあること。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）につい
て、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたも
のを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、Ａランク業者については予定価格
　１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の、Ｂランク業者については
　予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の本市が発注した
　電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）を単
　体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
　　協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　Ａランク業者については予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額
　を含む。）の、Ｂランク業者については予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消
  費税相当額を含む。）の本市が発注した電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事
　又は軽微な工事（注３）を除く。）で令和３年１０月４日から本件開札日までの間に開札す
　るものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１０月２６日　午前９時１６分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　この公告の日から令和３年１０月１１日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年１０月１２日　午前９時から正午まで

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

（１）　令和３年１０月２１日及び同月２２日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月２５日　午前９時から午後４時３０分まで

６　開札の場
　所及び日時

北九州市公告第７１２号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和３年１０月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間
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　「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ９　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
　規定する有資格業者名簿をいう。
注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
注７　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

　定する協議をいう。

注５　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約

　一時中止をいう。

　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
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工事名 曽根苅田線道路照明灯設置工事（３－４）
工事場所 北九州市小倉南区下曽根一丁目ほか
工事内容 曽根苅田線の道路照明灯設置工事
工期 請負契約締結の日から令和４年３月３１日まで
予定価格 １，４２６万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市門司区内、小倉北区内又は小倉南区内にあること。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）につい
て、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたも
のを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、Ａランク業者については予定価格
　１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の、Ｂランク業者については
　予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の本市が発注した
　電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）を単
　体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
　　協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　Ａランク業者については予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額
　を含む。）の、Ｂランク業者については予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消
  費税相当額を含む。）の本市が発注した電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事
　又は軽微な工事（注３）を除く。）で令和３年１０月４日から本件開札日までの間に開札す
　るものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１０月２６日　午前９時２４分
最低制限価格 設けない。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

北九州市公告第７１３号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和３年１０月６日

（１）　この公告の日から令和３年１０月１１日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年１０月１２日　午前９時から正午まで

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

（１）　令和３年１０月２１日及び同月２２日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月２５日　午前９時から午後４時３０分まで

６　開札の場
　所及び日時
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注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
　規定する有資格業者名簿をいう。
注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
注７　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

　定する協議をいう。

注５　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約

　一時中止をいう。

　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

　「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ９　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。
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工事名 下富野地域交流センター冷暖房機器改修工事
工事場所 北九州市小倉北区下富野五丁目１７番１７号
工事内容 下富野地域交流センターの冷暖房機器改修工事
工期 請負契約締結の日から令和４年３月１８日まで
予定価格 ２，５６５万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 管工事(希望順位が第１順位であること。)
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 管工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
管工事（都市ガス若しくはＬＰガスに係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）について、
単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを
含む。）又は契約の実績があること。

手持工事等

Ａランク業者については予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
）の、Ｂランク業者については予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額
を含む。）の本市が発注した管工事（都市ガス若しくはＬＰガスに係る工事又は軽微な工事（
注３）を除く。）で令和３年１０月４日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共
同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１０月２６日　午前９時３２分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　令和３年１０月２１日及び同月２２日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月２５日　午前９時から午後４時３０分まで

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この公告の日から令和３年１０月１１日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年１０月１２日　午前９時から正午まで

北九州市公告第７１４号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和３年１０月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

　規定する有資格業者名簿をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注４　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

９　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
　「現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領」を参照すること。
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北九州市公告第７１５号

 一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替えて適用する

北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」とい

う。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和３年１０月６日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 調達内容 

（１） 特定役務の名称及び数量 ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けた１

人１台端末整備業務（追加分） 一式 

（２）  履行の内容等 仕様書で定めるとおり 

（３）  履行期間 令和４年１月１日から令和７年８月３１日まで 

（４）  履行場所 北九州市が指定する場所 

（５）  入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（

当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの

とする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金

額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１）  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

（２）  北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

（３）  北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 競争入札参加資格審査の申請 

  この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載 

 されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３ 

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和３年

１０月２８日まで（日曜日及び土曜日を除く。）に競争入札参加資格審査申

請を行わなければならない。 
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４ 入札手続等 

（１）  契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

       北九州市教育委員会事務局次世代教育推進部教育情報化推進課 

  イ 日時 この公告の日から令和３年１０月２８日まで（日曜日及び土曜

日を除く。）の毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で 

（２）  入札説明書及び仕様書の交付方法 前号アの場所において無償で交

付する。 

（３）  入札説明会の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

       小倉北区役所庁舎西棟地下２階第二入札室 

  イ 日時 令和３年１１月４日午後２時 

（４）  競争入札参加資格確認申請書の提出 この公告に係る一般競争入札

に参加を希望する者は、令和３年１０月２８日まで（日曜日及び土曜日を

除く。）に競争入札参加資格確認申請書を北九州市教育委員会事務局次世

代教育推進部教育情報化推進課に提出しなければならない。 

（５）  郵送による場合の入札書の受領期限 第１号アの場所に書留郵便に

より、令和３年１１月１７日午後５時までに必着のこと。 

（６）  入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 第３号アの場所 

  イ 日時 令和３年１１月１８日午後２時 

５ その他 

（１）  契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

（２）  入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条   

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５   

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（３）  入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 
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  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

（４）  落札者の決定方法 契約規則第１３条第１項の規定により定められ

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。 

（５）  契約書作成の要否 要 

（６） 契約書作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 

（７）  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

   北九州市教育委員会事務局次世代教育推進部教育情報化推進課

   〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 

   電話 ０９３－５８２－３４４５ 

６ Summary  

（１）  Product and Quantity   

Tablet terminal maintenance work for each person toward the realization of  

the GIGA school concept (additional portion)  

（２）  Deadline of Tender (by hand)  

2:00p.m., November 18, 2021 

（３）  Deadline of Tender (by mail)  

5:00p.m., November 17, 2021 

（４） For further information, please contact : Digital Education 

Development Division, Next Generation Education Development Department,  

Board of Education, City of Kitakyushu  
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北九州市公告第７１６号 

 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第１

項の規定により、北九州市農業振興地域整備計画を変更したので、同条第４項

において準用する同法第１２条第１項の規定により公告し、同条第２項の規定

により、当該変更後の農業振興地域整備計画書の写しを次のとおり縦覧に供す

る。 

  令和３年１０月６日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

 変更後の北九州市農業振興地域整備計画書の縦覧場所 

 北九州市小倉北区城内１番１号 

 北九州市産業経済局農林水産部農林課 
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工事名 大里新町他配水管布設替工事
工事場所 北九州市門司区大里新町地内ほか
工事内容 鋳鉄管据付工　内径１００ミリメートル　２５６．３メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から１７５日間
予定価格 ２，６７５万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式
登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 水道施設工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ
許可 水道施設工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
水道施設工事又は土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の
構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実
績があること。
本市が発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事（管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で令和３年１０月４
日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこ
と。
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係

技術者 が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間
６　開札の場 場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
　所及び日時 日時 令和３年１０月２６日　午前９時３０分

最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
　「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

９　その他

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

北九州市上下水道局公告第１１９号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  北九州市上下水道局長　兼　尾　明　利

公告する。
　　令和３年１０月６日

期間

（２）　令和３年１０月１２日　午前９時から正午まで
（１）　この公告の日から令和３年１０月１１日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

（１）　令和３年１０月２１日及び同月２２日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月２５日　午前９時から午後４時３０分まで

適用しない。

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

実績

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８号
　）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

　号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。
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注４　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
　号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
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工事名 新町浄化センター場内側溝整備工事
工事場所 北九州市門司区松原三丁目

工事内容 管渠
きょ

型側溝布設工　３６４．９６メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から令和４年３月１１日まで
予定価格 ３，４７２万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ｂ
許可 土木工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市門司区内、小倉北区内又は小倉南区内にあること。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和２年度又は令和３年度
  に発注した予定価格（注４）２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
  の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単
  体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和３年１０月４日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員
　を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１０月２６日　午前９時２０分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約保証金
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　令和３年１０月２１日及び同月２２日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月２５日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和３年１０月１１日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年１０月１２日　午前９時から正午まで

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

８　入札の無
　効

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

北九州市上下水道局公告第１２０号

手持工事等

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　令和３年１０月６日

道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　兼  尾　明  利

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。

９　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
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注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第２
　０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時
　中止をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事
　請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２
　６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約
　款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規定す
　る協議をいう。
注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
　号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９
注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８号

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

　）とする。

　号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
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工事名 蛤川１号雨水幹線（その３）管渠築造工事
工事場所 北九州市小倉北区山門町

工事内容 既成ボックス　管渠
きょ

工（開削）　２７．７９メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から令和４年３月１５日まで
予定価格 ３，３２７万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ｂ
許可 土木工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市門司区内、小倉北区内又は小倉南区内にあること。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和２年度又は令和３年度
  に発注した予定価格（注４）２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
  の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単
  体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和３年１０月４日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員
　を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１０月２６日　午前９時２５分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約保証金
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

９　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

北九州市上下水道局公告第１２１号

手持工事等

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　令和３年１０月６日

道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　兼  尾　明  利

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　令和３年１０月２１日及び同月２２日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月２５日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和３年１０月１１日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年１０月１２日　午前９時から正午まで

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

８　入札の無
　効

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
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注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第２
　０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時
　中止をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事
　請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２
　６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約
　款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規定す
　る協議をいう。
注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
　号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

　）とする。

　号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

　）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９
注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８号

55



工事名 枝光本町他配水管布設替（推進）工事
工事場所 北九州市八幡東区枝光本町地内ほか
工事内容 小口径推進工　１８．３メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から令和４年３月３１日まで
予定価格 ５，３２３万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 土木工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

所在地
本店又は主たる営業所が北九州市若松区内、八幡東区内、八幡西区内又は戸畑区内にあること
。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、Ａランク業者については予定価格
　（注４）５，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の、Ｂランク業者に
　ついては予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の本市が令
　和２年度又は令和３年度に発注した土木工事（推進工事に限る。）を単体又は共同企業体の
　構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない
　。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　Ａランク業者については予定価格５，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額
　を含む。）の、Ｂランク業者については予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費
　税相当額を含む。）の本市が発注した土木工事（推進工事に限る。）で令和３年１０月４日
　から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこ
　と。

技術者

（１）　この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において
　雇用関係が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任
　技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができるこ
　と。
（２）　この工事の推進工事期間中は、公益社団法人日本推進技術協会の認定する推進工事技
　士資格を有する責任技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置するこ
　とができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１０月２６日　午前９時５分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約保証金
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

北九州市上下水道局公告第１２２号

手持工事等

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　令和３年１０月６日

道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　兼　尾　明　利

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

（１）　令和３年１０月２１日及び同月２２日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月２５日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和３年１０月１１日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年１０月１２日　午前９時から正午まで

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

７　入札及び
　契約に関す
　る条件
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８　入札の無
　効

注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第２
　０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時
中止をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事
　請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２
　６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約
　款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規定す
る協議をいう。
注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
　号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

９　その他
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

　号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８号

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
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工事名 金剛一丁目地内下水道管理用道路整備工事
工事場所 北九州市八幡西区金剛一丁目
工事内容 土工　一式　ほか
工期 請負契約締結の日から令和４年３月３１日まで
予定価格 ３，２０６万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ｂ
許可 土木工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

所在地
本店又は主たる営業所が北九州市若松区内、八幡東区内、八幡西区内又は戸畑区内にあること
。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和２年度又は令和３年度
　に発注した予定価格（注４）２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
　の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単
　体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和３年１０月４日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員
　を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１０月２６日　午前９時１０分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約保証金
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

８　入札の無
　効

北九州市上下水道局公告第１２３号

手持工事等

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　令和３年１０月６日

道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　兼　尾　明　利

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

６　開札の場
　所及び日時

（１）　令和３年１０月２１日及び同月２２日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月２５日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和３年１０月１１日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年１０月１２日　午前９時から正午まで

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

７　入札及び
　契約に関す
　る条件
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注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第２
　０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時
中止をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事
　請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２
　６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約
　款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規定す
る協議をいう。
注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
　号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

９　その他
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

　号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８号

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
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北九州市公営競技局公告第１９号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号。以下「政令」という。）第４条に規定する特定調達契約に

つき、随意契約の相手方を決定したので、北九州市公営競技局物品等又は特定

役務の調達手続の特例を定める規程（平成３０年北九州市公営競技局管理規程

第１１号）第２条において準用する北九州市物品等又は特定役務の調達手続の

特例を定める規則 ( 平成７年北九州市規則第７８号 ) 第１２条第１項の規定に

より次のとおり公告する。 

  令和３年１０月６日 

               北九州市公営競技局長 上 野 孝 司   

１ 物品等の名称及び数量 

  競走用モーター ６０機 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市公営競技局ボートレース事業課 

  北九州市若松区赤岩町１３番１号 

３ 契約の相手方を決定した日 

  令和３年８月６日 

４ 契約の相手方の名称及び住所 

  ヤマト発動機株式会社 

  群馬県太田市六千石町２１４番地 

５ 契約金額 

  ４，１３５万６，５２４円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約の理由 

  政令第１１条第１項第１号に該当するため 
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北九州市議会会議規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 令和３年１０月６日 

北九州市議会議長 鷹 木 研 一 郎 

北九州市議会規則第２号 

北九州市議会会議規則の一部を改正する規則 

北九州市議会会議規則（昭和５１年北九州市議会規則第１号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条の見出し中「等」を削り、同条第１項中「疾病、出産その他の事故」

を「公務、疾病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを

得ない事由」に改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠

の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する

日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席

届を提出することができる。 

 第８３条中「疾病、出産その他の事故」を「公務、疾病、出産、育児、看護

、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由」に改め、同条に次の１

項を加える。 

２ 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠

の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する

日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠

席届を提出することができる。 

ああ 付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構公告第９号

 地方独立行政法人北九州市立病院機構政府調達取扱規程（以下「政府調達取

扱規程」という。）第３条第１項に規定する特定調達契約につき、随意契約の

相手方を決定したので、政府調達取扱規程第１５条第２項の規定により次のと

おり公告する。 

  令和３年１０月６日

地方独立行政法人北九州市立病院機構 理事長 中 西 洋 一  

１ 特定役務の名称及び数量

  放射線治療システムＶＥＲＳＡ ＨＤ保守業務 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地

 地方独立行政法人北九州市立病院機構北九州市立医療センター事務局経営

企画課

 北九州市小倉北区馬借二丁目１番１号

３ 契約の相手方を決定した日

  令和３年８月１日

４ 契約の相手方の名称及び住所

 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 北九州支店

 北九州市小倉北区紺屋町１２番４号

５ 契約金額

３，１１１万９，０００円 

６ 契約の相手方を決定した手続

随意契約

７ 随意契約の理由

  政府調達取扱規程第１４条第１項第３号に該当するため
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